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　�　・2020年度寄付先について
 　�　　JCCI基金　大島諮問委員長より、本年は合計19の活動に対し、総額352,000シンガポールドルの寄付
を行う旨、報告があった。

（3）大使館ならびにJETROからの報告・連絡事項
　�　日本大使館の伊藤書記官より2025年大阪・関西万博について、シンガポールでの啓もう活動に取り組ん
でいくことにつき、報告があった。また、同月内に実施する日系企業拠点数調査について協力依頼があっ
た。

� 以　　上

＜入会承認会員一覧（2021年1月理事会）＞
会　員　名 格付 備　考

AIRPORT FACILITIES ASIA PTE LTD

［建設・不動産部会］

Ａ
（法人）

航空関連施設の建設・取得及び賃貸事業・ファ
イナス事業
現地法人（100%日本出資）
設立登記：2013年11月
従業員数：2（派遣邦人1）

SAN-EI GEN F.F.I (ASIA) PTE LTD

［第2工業部会］

C
（法人）

食品用香料、その他添加物の販売
現地法人（100%日本出資）
設立登記：1995年7月
従業員数：7（派遣邦人3）

Mr Keiichiro Tsuboya
(KK CHUA & CO)

［法人サービス・IT部会］

D
（個人）

会計事務所（会計監査、税務業務、その他会計
サービス
現地法人（現地独立資本）
設立登記：1988年11月
従業員数：18（現地邦人1）

Mr Takashi Kawabata
(KROLL ASSOCIATES (S) PTE LTD)

［法人サービス・IT部会］

D
（個人）

Risk consulting (business intelligence 
investigation, cyber security & other 
related services)
その他
設立登記：1996年12月
従業員数：24（現地邦人3）

最近の推移：
（’ １８年９月）８２４会員、（’ １８年１０月）８１９会員、（’ １８年１１月）８２４会員、（’ １８年１２月）８２５会員、（’ １９年１月）８１９会員、
（’ １９年２月）８１７会員、（’ １９年３月）８１５会員、（’ １９年４月）８１３会員、（’ １９年５月）８２０会員、（’ １９年６月）８２１会員、
（’ １９年７月）８１９会員、（’ １９年９月）８１９会員、（’ １９年１０月）８２０会員、（’ １９年１１月）８３０会員、（’ １９年１２月）８３１会員、
（’ ２０年１月）８２７会員、（’ ２０年２月）８２４会員、（’ ２０年３月）８２３会員、（’ ２０年４月）８２４会員、（’ ２０年５月）８２３会員、
（’ ２０年５月）８２３会員、（’ ２０年６月）８２２会員、（’ ２０年７月）８２１会員、（’ ２０年` ９月）８１３会員、（’ ２０年１０月）８１７会員、
（’ ２０年１１月）８１３会員、（’ ２０年１２月）８１５会員
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シンガポール日本商工会議所
新規入会会員紹介

＜新規入会会員紹介＞

会社名（英） AIRPORT FACILITIES ASIA PTE. LTD.

登録代表者名
（日・英）

甲斐 正彰
KAI Masaaki

所在地 10 Anson Road #14－06, International Plaza, 
Singapore 079903

電話番号 6303－5208

事業内容 航空関連施設の建設、取得及び賃貸事業

会社概要

　AIRPORT FACILITIES ASIA PTE. LTD.は、2013年 に 空 港 施 設 株 式 会 社 
(AIRPORT FACILITIES Co., Ltd.）の100%子会社として設立された企業です。
　シンガポールを中心に航空関連施設の建設、取得及びその施設の航空関連企業へ
の提供を行っております。拡大するアジアを始めとする海外の航空関連施設需要に
積極的に応えて行くよう努力したいと考えております。日本で培った知識と経験を
活かしながら積極的に事業に取り組んで参ります。

会社名（英） K K Chua & Co（個人会員）

登録代表者名
（日・英）

壺谷 啓一郎
TSUBOYA Keiichiro

所在地 111 North Bridge Road #12－04 
Peninsula Plaza Singapore 179098

電話番号 6309－2500

事業内容

日系企業を中心とした会計、監査、税務業務
・会計監査
・税務業務（法人・個人・GST）
・移転価格税制対応
・会社秘書業務
・記帳代行
・その他コンサル（M&A関連サービス等）

会社概要

　K K Chua & Coは1988年に設立された会計事務所です。
　当社メンバーには国際的な会計・監査ファームに在籍していた者もおり、会計関
連サービスについて豊富な経験と関与実績を有しております。また、メンバーのう
ち2名は日本人公認会計士であり、日本・シンガポール両面を考慮した業務を提供
することができます。
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シンガポール日本商工会議所
各種お知らせ

Eメールアドレス　ご登録・ご変更等のお願い

拝啓　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より弊所活動にご支援・ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
　シンガポール日本商工会議所では、Eメールを通じて、セミナーや視察会の他、機関紙「月報」（電子版）
のご案内、JCCI基金活動のご紹介など、幅広い情報をお送りさせて頂いております。
法人会員の皆様におかれましては、複数の方のEメールアドレスをご登録頂き、事業へご参加頂けますと幸
いです。（何名様でもご登録頂けます。）
� 敬具

記
＜新規登録方法＞
・ご登録をご希望のEメールアドレスを、info@jcci.org.sgまでお送りください。
　メールの件名には「Eメール新規登録」とご記入下さい。

＜登録変更方法＞
・�現在、ご登録頂いているEメールアドレスと、新しく送付先にするEメールアドレスを、info@jcci.org.sg�
までお送りください。
　メールの件名には「Eメール登録変更」とご記入下さい。

＜登録削除方法＞
・削除を希望されるEメールアドレスを、info@jcci.org.sgまでお送りください。
　メールの件名には「Eメール削除希望」とご記入下さい。

＜本件担当＞　JCCI事務局（担当：Doris）　E-mail : info@jcci.org.sg　Tel : 6221-0541

Eメール送信サービスのご案内

シンガポール日本商工会議所では、広報支援サービスの一環として、会員企業へ各社の製品・サービスや�
事業をEメールでご案内頂くことができる下記「Eメール送信サービス」を実施しております。
各社、ご案内を希望される際には、ぜひご利用頂けますと幸いです。

記
＜サービス概要＞
費　用：S $200.00（1配信／ GST込み）※配信前に費用（小切手もしくは現金）のお支払いをお願いいたします。
お支払い頂きました後、翌日から3営業日以内に配信いたします。
配信日・時間：平日（土・日・祝・休館日を除く）、9〜 16時
配信数：約2,200通（2021年1月末現在）
その他：JCCI会員のみ利用可。

＜サービスご利用の流れ＞
①info@jcci.org.sg（担当： Doris）まで、本サービスのご利用希望の旨、ご連絡下さい。
②事務局より「お申込書及び請求書」をEメールで送付いたします。
③「お申込書及び請求書」に必要事項をご記入頂き、お支払の小切手とあわせて、ご返送下さい。
④�配信用の原稿をテキスト、もしくはワードでお送りください。尚、PDFファイルを添付頂くことも可能で
すが、サイズは1.5MB以内にご調整下さい。（ファイルのサイズが大きいと受信頂けなくなる可能性がござ
います。）

⑤申込書のご提出及びお支払いが完了した時点で、テストメールをお送り致します。
⑥テストメールをご確認頂きました後、メール配信をさせて頂きます。

＜注意事項＞・ご利用の際には、「Standard Guidelines for use of JCCI Email Service」
（ https://www.jcci.org.sg/wp-content/uploads/2019/05/Standard-Guidelines-JCCI-E-mail-service.pdf ）
に同意頂く必要がございます。
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シンガポール日本商工会議所シンガポール日本商工会議所
Japanese Chamber of Commerce & Industry, Singapore（JCCI）

アクセス案内

Access

住　  所
Address

電 話 番 号
Telephone

10 Shenton Way, #12-04/05 MAS Building Singapore 079117

（65）6221-0541

MASビルのセキュリティ上の理由から、お越し頂く方全員の事前登録が必要となります。
Due to security reason of MAS Building (Monetary Authority of Singapore), all visitors must be pre-registered 
prior to their arrival at MAS Building. To facilitate pre-registration, JCCI will need to obtain following details. 

以上3点をメールもしくはお電話にて、必ず事前にご連絡をお願いいたします。
Please inform your particulars at least a day before your visit.

2021年2月1日現在、COVID-19の影響で、入館には追加での書類提出が必要です。
事前に事務局までご連絡下さい。
As of 1st Feb 2021, MAS requires all the visitors to submit “Visitor Declaration Form” 
as a precautionary measure to reduce the spread of COVID-19. 

1 名前（英語）/ Your name

2 NRIC（The National Registration Identity Card）、FIN（Foreign Identification Number）、
　 もしくはパスポート番号の下4桁
 　/ Last 4 digit of your NRIC, FIN No. or passport No.

3 国籍（日本人以外の場合）/ Nationality 

事前登録のご案内
Notice of Pre-registration

MASビルには駐車場がございませんので、
お近くの駐車場をご利用下さい。
Please note that pubilic carpark is not available at 
MAS Building. Kindly find nearest carpark.

Tanjong Pagar 駅下車（East West MRT line）
（C／D／H 出口）から徒歩約5分
5min walk from C ,D&H
(Tanjong Pagar station, East West MRT line） 

アクセス
Access

電車でお越しの方
By Train 

You can also check map from here.

車でお越しの方
By Car 

地図はこちらからも確認ができます。
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February, 2021

〇名前：菅生 雄介（すごう ゆうすけ）
〇出身地：東京都
〇在星暦：約5年（2011年〜 2014年、2018年12月〜）
〇会社名：MUFG BANK, LTD.
〇仕事内容：産業調査
〇趣味：ジョギング、街散策
〇シンガポールのお気に入り：多様な文化・食事・景観
〇�読者の皆様へ：コロナ禍で行動範囲が狭くなった今こそ、シンガポールの魅

力を再発見できればと思っています。今後も皆様に有意義な情報をお届け出
来るよう精一杯努めて参ります。

〇名前：安田 雅子（やすだ まさこ）
〇出身：東京都
〇在星歴：12年（2008年〜）
〇会社名：DELOITTE & TOUCHE FINANCIAL ADVISORY 
　　　　　SERVICES PTE LTD
〇仕事内容：M&A支援業務
〇趣味：旅行、映画鑑賞
〇シンガポールのお気に入り：PayNowの便利さ
〇�月報読者の皆様へ：読者の多くの方がここ1年程シンガポール国内で過ごさ

れたことと思います。新たな発見はありましたか？月報もなにか皆様のビジ
ネスや生活にとってのヒントとなれば幸いです。

編集後記

　今月の月報をご覧いただき、まことにありがとうございます。初めての月報
担当になりましたが、大変貴重な経験をさせていただきました。ご多忙の中ご
執筆いただいた皆様、発刊に携わった関係者の皆様には深く御礼を申し上げ 
ます。
　2021年新年早々にこの編集後記を書いておりますが、シンガポールでは
2020年12月28日からフェーズ3に移り、集会人数上限が5人から8人まで拡
大するなど、一層の屋外活動緩和が進み、比較的自由で安全な生活をすること
が出来ております。一方で、日本においては、首都圏に再び緊急事態宣言が出
され、飲食店の午後8時までの時短営業、外出自粛、イベント制限、テレワーク
強化がなされる等、引き続き厳しい環境にあるようです（当地に在住する身としては、きちんと実感できていない部分でもあります）。シ
ンガポール周辺諸国に目を転じてみても、多くの国で、引き続き多数のコロナウイルス感染者が出ており、コロナウイルス以外でも、米
国大統領選後の世界情勢など、話題に事欠かない状態にあります。こうした状況を鑑みるに、2021年も引き続き企業レベル・個人レベル
で様々な対応力が求められると感じております。
　今月の執筆記事はいかがでしたでしょうか？私個人の感想ではありますが、旅行業界における取組からは、他業界に取っても参考にな
る部分が多いと思いましたし、日本産たまごの販売については、日本クオリティを現地で享受するための企業努力のありがたさを感じま
した。EPAにおけるビジネス環境整備章の活用は、自身のEPAへの内容理解を一層深めるものになりましたし、AI社会到来後の働き方や
資産形成は、現状の自身の不安要素でもあり、考えさせられる部分でもあります。読者毎に見方は異なるかもしれませんが、いずれも今
後の私たちの生活・事業を考えていく上で重要なテーマかと存じますし、新たな気づきを与えてくれていると思います。
　国家間の移動には引き続き制限があり、ストレスを感じている方も少なからずおられるかと存じます。一方で、比較的安全な状況にい
るからこそ、日々の生活に流されすぎず、シンガポールについて見つめ直す良い機会だとも考えております。実際、シンガポールについ
てまだまだ知らない事が多いと、昨今改めて感じているところです。自分自身の感度を磨き、また読者の皆様のご意見も踏まえながら、
より良い広報誌の作成に貢献できるよう、努力して参ります。
� （編集後記担当：MUFG BANK, LTD. 菅生 雄介）
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左：安田　右：菅生

＜2021年3月号月報　掲載予定記事一覧＞
①�タックスヘイブンへの経済的実体規制とシンガポール海運業界

への影響
　CITY-YUWA PARTNERS　吉田 麗子
②�YALE-NUS大学生としてシンガポールで生活して感じたこと
　YALE-NUS COLLEGE　三浦 花菜
③「認知」ではなく「売上」を上げるマーケティングへの変革 
　BLOOM&CO.　彌野 泰弘
④シンガポールにおける広告／PRの最新トレンド
　FIFTY ONE MEDIA PTE LTD（SingaLife）　飯田 広助
※�タイトル及び記事内容については、執筆者の都合により変更される場合が 

あります。
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